
別添５

　以下の自動車及びその使用者については、上記年月日現在、道路交通法第５１

条の７第２項の規定による自動車検査証の返付拒否の対象となっているので回答

します。

放置違反金滞納情報回答書（自動車整備事業者用）

 

 

 使 用 者 氏 名

番 号 標 の 番 号

照 会 事 業 者 名

年 月 日

標 章 番 号

 

 

 

 

 

本 件 担 当
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標 章 番 号

 


